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第１章 計画の基本的な考え方 

 

1  計画策定の趣旨 

わが国では、急速な少子高齢化の進行に伴い、労働力人口の減少や社会保障負担の

増加、地域社会の活力低下など将来的に社会・経済への影響を与える懸念のある課題

が深刻になっています。また、核家族化の進行、就労環境の変化など子どもと家庭を

取り巻く環境が大きく変化しており、子育てを社会全体で支援していくことが必要と

なっています。 

このような状況の中で、国においては、平成 15年に「次世代育成支援対策推進法」

が制定され、地方公共団体や事業主の行動計画策定を義務づけるなど次世代育成支援

の推進を図ってきました。さらに平成 22年１月には「子ども・子育てビジョン」が

閣議決定され、「子ども・子育て新システム」の検討がはじまり、平成 24年８月に

は「子ども・子育て関連３法」が制定されました。これにより、子ども・子育て支援

の新制度が平成 27年度からスタートします。子ども・子育て支援新制度は、子ども

達が健やかに成長することができる社会の実現を目指して創設されるもので、「質の

高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保、教育・保育

の質的改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」の３つの目的を掲げています。具

体的な取組としては、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ「認定こども園」制度が改善さ

れ、幼保連携型認定こども園の設置が推進されます。また、保育園などの認可制度の改

善や小規模保育、家庭的保育などの多様な保育の実施促進により、保育の量や種類を増

やすことで、待機児童の解消を目指すほか、量の拡大とともに、教育・保育の質の確保

に向けて教育・保育の人材確保、職員の処遇や配置の改善を図ることとされています。

さらに、子育てに関する多様なニーズに応えるために放課後児童クラブ、一時預かり、

地域子育て支援拠点事業などのサービスの拡充を図るほか、子育て支援に関する相談、

情報提供などを行う窓口の設置などの取り組みにより、利用者がニーズに合った支援を

選択できるしくみづくりが目指されています。 

古河市では、平成 16年度に「古河市次世代育成支援行動計画」を策定し、平成 21

年度までの前期計画期間、26年度までの後期計画期間を通して家庭、地域、保育施

設、学校、行政等が連携し、子どもを生み育てやすいまちづくりを目指して次世代育

成支援を推進してきました。 

子どもを取り巻く環境等が変化する中、子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、

古河市においても「子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 
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2  計画の期間 

この計画は、平成 27(2015)年度を初年度とし、平成 31(2019)年度までの５年間を計

画期間とします。 

年度 
計画名 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

総合計画 
第 1次古河市 

総合計画 
（見直し） 

子ども・子育て支援事業計画 子ども・子育て支援事業計画 

地域福祉計画 地域福祉計画 

健康づくり基本計画 
（複合型）健康づくり基本計画 

食育推進基本計画 

障害者基本計画 （第４次計画） （見直し） 

障害福祉計画 （第４期） （見直し） 

虐待 DV対策基本計画 （見直し） 

 

3  計画の位置付け 

① この計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事

業計画です。 

② この計画は、「第一次古河市総合計画」（平成 23 年度～27 年度）、「古河市地域福祉

計画」（平成 27 年度～31 年度）などに基づく部門計画として位置づけられるととも

に、関連計画と整合性を図り、策定するものです。 
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4  計画の策定方法 

① この計画の策定に先立ち、就学前児童の保護者・小学生の保護者の子育ての実態や保

育・子育て等に関するニーズ、日常生活等の実態を把握し、計画に反映させるため「子

ども・子育てに関するニーズ調査」を実施しました。 

■調査概要■ 

調査方法 郵送配布－郵送回収法 

調査期間 平成 25年 11月 5日（火）～ 平成 25年 11月 22日（金） 

回収状況 

調査の種類 配布数 有効回収数 有効回収率 

就学前児童 1,800件 769件 42.7% 

小学生 1,500件 634件 42.3% 

 

② その他、市内企業の子育て支援に関する意識や取り組みなどの現状を把握するために、

ヒアリング調査を実施しました。 

■ヒアリング調査概要■ 

【調査対象】 

  古河市工業会に加盟する企業の中から13企業 

 【対象企業の概要】 

  ●企業規模 ●業種 

項目 度数 構成比 

5～9人 0 0.0% 

10～19人 1 7.7% 

20～49人 0 0.0% 

50～99人 0 0.0% 

100～149人 1 7.7% 

150～199人 2 15.4% 

200～249人 3 23.1% 

250人以上 6 46.2% 

回答者数 13 100.0% 

 

 

 

 

③ この計画は、市民、関係団体からなる「古河市子ども・子育て会議」で検討を重ね、

策定しました。 

 

  

項目 度数 構成比 

光学・精密関連 0 0.0% 

鉄鋼・非鉄金属関連 1 7.7% 

機械・電気・金属関連 2 15.4% 

化学・プラスチック関連 4 30.8% 

印刷・同関連 0 0.0% 

食料品関連 2 15.4% 

衣服・その他の繊維関連 0 0.0% 

パルプ・紙加工関連 0 0.0% 

その他 4 30.8% 

回答者数 13 100.0% 
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第２章 古河市の子どもと家庭の状況 

 

1  古河市の人口・世帯の状況 

（１）人口の状況 

 ①人口の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②児童数の推移 

 

 

  

Ⅰ   古河市の子どもと家庭の状況 第2章  

計画

20,446 20,157 19,816 19,575 19,321 18,653 18,432 18,153 17,930 

98,313 97,096 96,388 95,190 94,045 93,258 92,134 90,652 89,026 

25,911 27,079 28,074 29,184 30,089 30,471 31,500 33,003 34,215 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

65歳以上

15～64歳

０～14歳

（14.1%） （14.0%） （13.7%） （13.6%） （13.5%） （13.1%） （13.0%） （12.8%） （12.7%）

（68.0%） （67.3%） （66.8%） （66.1%） （65.6%） （65.5%） （64.9%） （63.9%） （63.1%）

（17.9%） （18.8%） （19.5%） （20.3%） （21.0%） （21.4%） （22.2%） （23.3%） （24.2%）

（人）

476

（人）

3,764 3,700 3,593 3,627 3,584 3,377 3,346 3,322 3,270 

3,901 3,830 3,851 3,788 3,733 3,461 3,472 3,488 3,489 

4,004 3,946 3,897 3,893 3,831 3,809 3,756 3,589 3,470 

4,274 4,210 4,140 3,999 3,969 
3,913 3,892 3,822 3,799 

4,503 4,471 4,335 4,268 4,204 
4,093 3,966 3,932 3,902 

4,827 4,646 4,610 4,531 4,474 
4,317 4,223 4,140 4,036 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年平成25年平成26年

15～17歳

12～14歳

9～11歳

6～8歳

３～5歳

０～2歳

24,80325,273
24,426

24,106 23,795
22,970 22,655

22,293 21,966

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 

資料：住民基本台帳（各年４月１日） 



5 

 

（２）人口動態の状況 

 ①出生数・出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

1.29 1.29 
1.26 

1.32 1.34 

1.37 1.37 

1.39 

1.39 
1.41 

1.34 1.33 1.32 
1.35 1.35 

1.37 1.37 

1.44 

1.39 1.41 

0.50

1.00

1.50

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

国

茨城県

古河市

（人） 

1,150 1,159 
1,230 1,182 1,156 

1,073 1,078 

8.6 
8.5 8.4 8.3 

8.2 
8.0 

7.7 

8.0 8.1 

8.4 

8.1 8.0 

7.4 

7.9 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0

500

1,000

1,500

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

出生数

出生率

茨城県出生率

（人/人口 1,000人あたり） 

資料：茨城県保健福祉統計年報 

資料：国 人口動態統計（各年１月１日） 

茨城県 茨城県保健福祉統計年報 
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（３）就業の状況 

 ①就業率の状況 

 

 

 

 

 

 

 

②女性の年齢別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.4 

70.4 

78.7 

69.4 

68.0 
72.5 

75.8 

73.2 

63.9 

47.5 

29.2 

17.7 

10.5 6.3 

2.6 

15.5 

71.3 

76.6 

68.4 

67.7 

72.7 
75.4 

72.5 

62.6 

44.7 

26.7 

17.3 

10.9 

6.2 

2.2 

18.0 

72.9 

77.3 

68.9 
71.2 

75.0 

76.2 

73.2 

63.6 

45.9 

26.8 

16.7 

10.4 

5.7 

2.8 
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65～69歳70～74歳75～79歳80～84歳85歳以上

国

茨城県

古河市

単位：人、％

平成22年 男性 女性

15歳以上人口 就業者 就業率 15歳以上人口 就業者 就業率

国 53,154,614 34,089,629 64.1 57,122,871 25,521,682 44.7

茨城県 1,265,730 837,371 66.2 1,291,036 582,810 45.1

古河市 61,698 41,312 67.0 62,304 29,305 47.0

資料：国勢調査（平成22年）資料：国勢調査（平成 22年） 

資料：国勢調査（平成 22年） 
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2  子育て家庭の意識と実態 

未就学児童、小学生がいる家庭を対象に行ったニーズ調査等の結果から、古河市の子

どもや子育て家庭を取り巻く現状や課題がみられます。 

 

（１）子育ての環境 

①日常的に子育てに関わっている人 
子どもの子育て（教育を含む）に日常的に関わっている人は、「父母ともに」の割合

が 51.3％と最も高く、「祖父母」が 37.0％となっています。また、「母親」の割合は 33.3％

となっています。 

日常的に子育てに関わっている人（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子どもをみてもらえる環境 
日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無は、「緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる」の割合が 57.9％と最も高く、「日常的に祖父母（おじい

ちゃん・おばあちゃん）等の親族にみてもらえる」が 39.6％と続いています。 

子どもをみてもらえる環境（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.3%

33.3%

3.3%

37.0%

31.9%

33.1%

0.4%

3.0%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

父母ともに

母親

父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

無回答

39.6%

57.9%

1.2%

10.1%

8.1%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的に祖父母(おじいちゃん・おばあちゃん)等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答
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③祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況についての意識 
祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況は、「祖父母等の親族の身体的・精

神的な負担や時間の心配がなく、安心して子どもをみてもらえる」の割合が 58.2％と

５割を超え最も高く、「自分たち親の立場として、負担をかけていることを申し訳なく

思う」の割合が 40.1％となっています。 

また、心配や不安を感じる項目では、祖父母等の親族の身体的負担・時間的制約や

精神的負担を心配する声が１割台半ばを超えています。 

祖父母等の親族に子どもをみてもらっている状況についての意識（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④友人・知人に子どもをみてもらっている状況についての意識 
友人・知人にお子さんをみてもらっている状況は、「自分たち親の立場として、負担

をかけていることを申し訳なく思う」が 51.2％、「友人・知人の身体的・精神的な負担

や時間の心配がなく、安心して子どもをみてもらえる」が 47.6％となっています。 

友人・知人に子どもをみてもらっている状況についての意識（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

  

58.2%

17.1%

15.1%

40.1%

8.6%

2.6%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

祖父母等の親族の身体的・精神的な負担や時間の心配がなく、安心して子どもをみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることを申し訳なく思う

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある

その他

無回答

47.6%

11.0%

19.5%

51.2%

4.9%

4.9%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

友人・知人の身体的・精神的な負担や時間の心配がなく、安心して子どもをみてもらえる

友人・知人の身体的負担が大きく心配である

友人・知人の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である

自分たち親の立場として、負担をかけていることを申し訳なく思う

子どもの教育や発達にとってふさわしい環境であるか、少し不安がある

その他

無回答
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⑤子育てをする上で、気軽に相談できる所の有無 
子育て（教育を含む）をする上で、気軽に相談できる人及び場所の有無は、就学前

児童保護者では、「いる／ある」が 83.9％に対し、「いない／ない」が 4.1％と、「いる

／ある」の割合が大きく上回っています。 

一方、小学生保護者では、子育てについて、気軽に相談できる人が「いる」が 86.8％、

「いない」が 12.7％と就学前児童保護者よりも「いない」が多くなっています。 

就学前児童保護者 小学生保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥子育てをする上で、気軽に相談できる先 
子育て（教育を含む）に関して、気軽に相談できる先は、「祖父母（おじいちゃん・

おばあちゃん）等の親族（87.0％）」「友人や知人（77.2％）」の割合がいずれも 7割を

超え高くなっています。 

子育てをする上で、気軽に相談できる先（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いる／ある, 

83.9%

いない／ない, 

4.1%

無回答, 

12.1%

87.0%

77.2%

13.6%

8.6%

2.2%

26.1%

20.0%

0.0%

9.1%

2.2%

3.0%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

祖父母(おじいちゃん・おばあちゃん)等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（地域子育て支援拠点、児童館等）・NPO

保健所

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

その他

無回答

いる, 86.8%

いない,12.7% 無回答, 0.5%



10 

 

（２）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

①平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 
定期的な教育・保育の事業の利用状況は、「利用している」の割合が 72.3％に対し、

「利用していない」が 26.5％と、「利用している」の割合が上回っています。 

平日の教育・保育の事業の利用種別は、「幼稚園（通常の就園時間の利用）」が 47.5％

と最も高く、次いで「認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等

の認可を受けたもの）」の割合が 44.1％、「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延

長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）」が 10.3％となっています。 

利用状況 事業の利用種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現在、利用している幼児教育・保育の事業の実施場所 
現在、利用している教育・保育事業の実施場所については、「古河市内」の割合が

95.6％と最も高く、「他の市町村（県内）」が 2.2％、「他の市町村（県外）」が 0.7％と

なっています。 

現在、利用している幼児教育・保育の事業の実施場所 

 

 

 

 

 

  

利用している, 

72.3%

利用していない, 

26.5%

無回答, 1.2%

47.5%

10.3%

44.1%

1.6%

0.2%

0.5%

1.1%

0.4%

0.0%

0.9%

2.0%

0.7%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

47.5%

10.3%

44.1%

1.6%

0.2%

0.5%

1.1%

0.4%

0.0%

0.9%

2.0%

0.7%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

古河市内, 95.6%

他の市町村(県内), 

2.2%

他の市町村(県外), 

0.7% 無回答, 1.5%
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③平日の教育・保育の事業の利用意向 
平日の教育・保育の事業の利用意向は、「幼稚園（通常の就園時間の利用）」の割合

が 56.8％と最も高く、次いで「認可保育所（国が定める最低基準に適合した施設で都

道府県等の認可を受けたもの）」が 42.0％、「幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）」が 24.8％となっています。 

利用したい教育・保育事業の場所については、「古河市内」の割合が 93.4％と最も高

く、「他の市町村（県内）」が、1.3％、「他の市町村（県外）」が 1.6％となっています。 

事業の利用状況・利用意向 利用したい事業の実施場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.5%

10.3%

44.1%

1.6%

0.1%

0.4%

0.1%

0.0%

0.2%

0.5%

0.1%

0.1%

56.8%

24.8%

42.0%

18.1%

5.0%

2.6%

7.2%

2.8%

0.5%

3.0%

9.6%

2.1%

2.5%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

現在の利用

利用意向

古河市内, 93.4%

他の市町村(県内), 

1.3%

他の市町村(県外), 

1.6% 無回答, 3.7%
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（３）地域子育て支援事業の利用状況 

地域子育て支援拠点事業の利用状況は、「地域子育て支援拠点事業（親子が集まって

過ごしたり、相談をする場）」を利用している割合が 9.3％に対し、「利用していない」

が 80.4％となっています。 

地域子育て支援拠点事業の利用回数は、１週当たりでは「１回」の割合が 33.8％と

高く、１ヶ月当たりにおいても「１回～３回」の割合が 46.5％と高くなっています。 

また、その他当該自治体で実施している類似の事業の利用は少なくなっています。 

利用している事業（就学前） 

 

 

 

 

 

地域子育て支援拠点事業の利用状況（就学前） 

１週当たり回数 １ヶ月当たり回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

古河市内, 93.4%

他の市町村(県内), 

1.3%

他の市町村(県外), 

1.6% 無回答, 3.7%

9.3%

10.2%

80.4%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）

その他当該自治体で実施している類似の事業(具体名 :ネーブルパーク内「ヤンチャ森」)

利用していない

無回答

47.5%

10.3%

44.1%

1.6%

0.2%

0.5%

1.1%

0.4%

0.0%

0.9%

2.0%

0.7%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

33.8%

14.1%

5.6%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

45.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

33.8%

14.1%

5.6%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

45.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

33.8%

14.1%

5.6%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

45.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

無回答

46.5%

14.1%

2.8%

0.0%

36.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

20回以上

無回答

46.5%

14.1%

2.8%

0.0%

36.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

20回以上

無回答

46.5%

14.1%

2.8%

0.0%

36.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

20回以上

無回答
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（４）事業の認知度・利用状況・利用希望 
認知度は、「母親(父親)学級、両親学級、育児学級（76.5％）」「保育所の園庭等の開

放・親子登園（76.5％）」「幼稚園の園庭等の開放・親子登園（74.7％）」の割合がいず

れも７割を超え高くなっています。利用度は、「母親(父親)学級、両親学級、育児学級

（44.0％）」「幼稚園の園庭等の開放・親子登園（39.6％）」の割合がいずれも高くなっ

ています。利用意向は、「幼稚園の園庭等の開放・親子登園（42.4％）」「子育ての総合

相談窓口（42.3％）」の割合が比較的高くなっています。また、「自治体発行の子育て

支援情報誌」は利用意向の割合が 45.8％と高くなっています。 

■認知度（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用度（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用意向（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

76.5%

59.3%

31.6%

36.6%

76.5%

74.7%

52.2%

32.5%

17.7%

35.2%

63.5%

58.0%

17.8%

19.0%

42.8%

62.7%

5.8%

5.5%

4.9%

5.4%

5.6%

6.3%

5.0%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭等の開放・親子登園

⑥幼稚園の園庭等の開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌等

知っている 知らない 無回答

44.0%

23.5%

8.4%

4.6%

34.0%

39.6%

7.5%

9.8%

47.6%

65.2%

79.5%

82.9%

55.9%

50.9%

80.8%

77.7%

8.4%

11.3%

12.1%

12.5%

10.1%

9.4%

11.7%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭等の開放・親子登園

⑥幼稚園の園庭等の開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌等

これまでに利用したことがある これまでに利用したことがない 無回答

31.8%

36.0%

32.7%

34.4%

36.1%

42.4%

42.3%

45.8%

54.7%

50.0%

53.9%

51.6%

51.3%

45.5%

45.0%

41.3%

13.5%

14.0%

13.4%

14.0%

12.6%

12.1%

12.7%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭等の開放・親子登園

⑥幼稚園の園庭等の開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌等

今後利用したい 今後利用予定はない 無回答

31.8%

36.0%

32.7%

34.4%

36.1%

42.4%

42.3%

45.8%

54.7%

50.0%

53.9%

51.6%

51.3%

45.5%

45.0%

41.3%

13.5%

14.0%

13.4%

14.0%

12.6%

12.1%

12.7%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①母親(父親)学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター・教育相談室

⑤保育所の園庭等の開放・親子登園

⑥幼稚園の園庭等の開放・親子登園

⑦子育ての総合相談窓口

⑧自治体発行の子育て支援情報誌等

今後利用したい 今後利用予定はない 無回答
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（５）子どもの病気やケガの際の対応 

①子どもの病気やケガで平日の教育・保育の事業が利用できなかった経験・対処方法 
平日の定期的な教育・保育の事業の利用者のうち、子どもの病気やケガで通常の事業

が利用できなかった経験は、「あった」の割合が72.2％に対し、「なかった」が24.7％と

なっており、「あった」の割合が上回っています。 

子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、この１年間に行った対

処方法は、「母親が休んだ」の割合が73.4％と最も高く、次いで「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」が41.2％、「父親又は母親のうち働いていない方が子ども

をみた」が21.6％となっています。 

子どもの病気やケガで平日の教育・保育の事業が 対処方法 

利用できなかった経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②病児・病後児のための保育施設等を利用希望 
子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設

の利用希望は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」の割合が39.4％に対し、

「利用したいとは思わない」が59.6％となっています。 

また、利用希望日数は、「４日～７日」の割合が31.6％と高くなっています。 

利用希望の有無 利用希望日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった, 

72.2%

なかった, 

24.7%

無回答, 

3.1%
15.6%

73.4%

41.2%

21.6%

0.3%

0.0%

0.0%

1.0%

2.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80%

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち働いていない方が子どもをみた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

古河市内, 93.4%

他の市町村(県内), 

1.3%

他の市町村(県外), 

1.6% 無回答, 3.7%

できれば病児・病後児保育施

設等を利用したい, 39.4%

利用したいとは思わない, 

59.6%

無回答, 1.0%

できれば病児・病後児保育施

設等を利用したい, 39.4%

利用したいとは思わない, 

59.6%

無回答, 1.0%

できれば病児・病後児保育施

設等を利用したい, 39.4%

利用したいとは思わない, 

59.6%

無回答, 1.0%

30.8%

31.6%

17.1%

9.4%

1.7%

0.0%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40%

1日～3日

4日～7日

8日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

30.8%

31.6%

17.1%

9.4%

1.7%

0.0%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40%

1日～3日

4日～7日

8日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

47.5%

10.3%

44.1%

1.6%

0.2%

0.5%

1.1%

0.4%

0.0%

0.9%

2.0%

0.7%

0% 20% 40% 60%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
46.5%

14.1%

2.8%

0.0%

36.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1回～3回

4回～10回

11回～20回

20回以上

無回答
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③病児・病後児保育に子どもを預ける場合に望ましい事業形態 
子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかった場合の、病児・病後児保育施設

の利用希望は、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」の割合が39.4％に対し、

「利用したいとは思わない」が59.6％となっています。 

また、利用希望日数は、「４日～７日」の割合が31.6％と高くなっています。 

病児・病後児保育に子どもを預ける場合に望ましい事業形態（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④子どもの病気やケガの際に、父親や母親が休んで看ることは難しい理由 
子どもの病気やケガで通常の事業が利用できなかったとき、父親や母親が休んで看る

ことは難しいと回答した理由は、「子どもの看護を理由に休みがとれない」が 47.6％と高

くなっています。 

父親や母親が休んで看ることは難しい理由（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55.6%

76.9%

11.1%

2.6%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

他の施設(例：幼稚園・保育園)と一緒に設置してある施設で

子どもを保育する事業

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で保育する事業

その他

無回答

古河市内, 93.4%

他の市町村(県内), 

1.3%

他の市町村(県外), 

1.6% 無回答, 3.7%

30.8%

31.6%

17.1%

9.4%

1.7%

0.0%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40%

1日～3日

4日～7日

8日～10日

11日～20日

21日～30日

31日以上

無回答

47.6%

4.8%

19.0%

46.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無回答

47.6%

4.8%

19.0%

46.0%

0.0%

0% 20% 40% 60%

子どもの看護を理由に休みがとれない

自営業なので休めない

休暇日数が足りないので休めない

その他

無回答



16 

 

（６）小学校就学後の放課後の過ごし方 
小学校低学年（１～３年生）のうちの希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」

の割合が 61.8％と最も高く、「放課後児童クラブ〔学童保育〕（37.5％）」「習い事（ピア

ノ教室、サッカークラブ、学習塾など）（36.1％）」の割合も比較的高くなっています。 

小学校高学年（４～６年生）になったら希望する子どもの放課後の過ごし方は、「自宅」

の割合が 70.8％と高く、「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」の割合

も 47.9％と高くなっています。また、「放課後児童クラブ〔学童保育〕」の割合は、１～

３年生のときと比べ減少し 25.7％となっています。 

小学校就学後の放課後の過ごし方（就学前・５歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ【学童保育】の利用希望時間（就学前・５歳以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.8%

16.0%

36.1%

1.4%

1.4%

37.5%

2.1%

0.0%

6.9%

8.3%

70.8%

19.4%

47.9%

0.7%

3.5%

25.7%

0.7%

0.0%

6.9%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母（おじいちゃん・おばあちゃん)宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童館（古河市は児童館を設置・運営していません）

放課後子ども教室（古河市は児童館を設置・運営していません）

放課後児童クラブ（学童保育）

保育所や幼稚園が実施している児童クラブ

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

1～3年生

4～6年生

0.0%

10.3%

23.5%

44.1%

17.6%

1.5%

0.0%

2.9%

2.7%

8.1%

27.0%

40.5%

16.2%

2.7%

0.0%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

15時

16時

17時

18時

19時

20時

21時以降

無回答

1～3年

4～6年
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（７）職場の両立支援制度について 

①育児休業の取得状況 
子どもが生まれたときの育児休業の取得状況は、「取得した（取得中である）」の割合

は、「母親」が 27.4％に対し、「父親」は 1.7％と、父親の取得割合が低くなっています。 

また、「働いていなかった」の割合は、「母親」が 54.6％に対し、「父親」が 0.9％とな

っています。 

育児休業の取得状況（就学前） 

 

 

 

 

 

 

②育児休業を所得していない理由 
育児休業を取得していない理由は、「母親」では、「子育てや家事に専念するため退職

した」の割合が 40.8％と高く、「父親」では、「仕事が忙しかった（34.4％）」「配偶者（夫

や妻）が無職、おじいちゃん・おばあちゃん等みてもらえるなど、制度を利用する必要

がなかった（38.9％）」の割合がそれぞれ３割を超え比較的高くなっています。 

育児休業を所得していない理由（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.6%

27.4%

15.7%

2.2%

0.9%

1.7%

82.0%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

母親
父親

12.5%

10.8%

3.3%

10.0%

0.0%

5.0%

4.2%

0.0%

5.8%

40.8%

21.7%

10.0%

2.5%

2.5%

17.5%

0.8%

31.0%

34.4%

0.3%

5.6%

5.8%

29.8%

1.6%

26.1%

38.9%

4.2%

14.2%

0.8%

2.2%

0.2%

5.3%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者（夫や妻）が育児休業制度を利用した

配偶者（夫や妻）が無職、おじいちゃん・おばあちゃん等みてもらえるなど、制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

契約社員等の有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知らず、退職した

その他

無回答

母親 父親
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③育児休業の取得期間（母親 実際・理想） 
母親の育児休業からの職場復帰時期（子どもの年齢）は、「実際」では「７ヶ月～12ヶ

月」の割合が 68.7％、「希望」でも「７ヶ月～12 ヶ月」の割合が 39.3％と、それぞれ最

も高くなっています。 

育児休業の取得期間（母親 実際・理想）（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④３歳まで休暇を取得できる制度があった場合の取得希望（母親） 
育児のために３歳まで休暇を取得できる制度があった場合の職場復帰の希望時期（子

どもの年齢）は、「母親」では「２歳６ヶ月～12 ヶ月」の割合が 38.0％で最も高くなっ

ています。 

３歳まで休暇を取得できる制度があった場合の取得希望（母親）（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.0%

7.4%

68.7%

14.7%

6.7%

1.2%

0.0%

0.0%

0.6%

0.6%

1.2%

1.8%

2.5%

39.3%

4.9%

18.4%

0.6%

0.0%

9.2%

0.0%

0.0%

22.7%

0% 20% 40% 60% 80%

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳以上

無回答

実際

希望

0.0%

0.6%

21.5%

2.5%

26.4%

0.0%

38.0%

1.2%

0.6%

0.6%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0ヶ月～3ヶ月

4ヶ月～6ヶ月

7ヶ月～12ヶ月

1歳 1ヶ月～5ヶ月

1歳 6ヶ月～12ヶ月

2歳 1ヶ月～5ヶ月

2歳 6ヶ月～12ヶ月

3歳 1ヶ月～5ヶ月

3歳 6ヶ月～12ヶ月

4歳以上

無回答
母親
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（８）地域における子育ての環境や支援への意見 

①地域における子育ての環境や支援への満足度 
住まいの地域における子育て環境や支援への満足度は、「満足（「満足度４」と「満足

度５」の合計）」の割合が 8.4％に対し、「不満（「満足度１」と「満足度２」の合計）」が

21.7％と、不満の割合が上回っています。 

地域における子育ての環境や支援への意見（就学前・小学生） 

【就学前児童保護者】 

 

 

 

 

 

 

【小学生保護者】（子育てしやすいまちだと思うか） 

子育てのしやすさについて、古河市の現状を総合的に判断した場合、「子どもを産み、

育てるのには最適なまちだと思う」4.1％と「どちらかといえば、子どもを産み、育てや

すいまちだと思う」48.4％の合計が 52.5％と、「どちらかといえば、子どもを産み、育て

るのは難しいまちだと思う」17.3％と「子どもを産み、育てるのはかなり難しいまちだ

と思う」5.0％の合計が 22.3％に対して、子育てしやすい割合が上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1% 14.6% 27.8% 7.1%

1.3%

42.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足度

満足度１ 満足度２ 満足度３ 満足度４ 満足度５ 無回答

4.1%

48.4%

17.3%

5.0%

3.1%

20.9%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもを産み、育てるのには最適なまちだと思う

どちらかといえば、子どもを産み、育てやすいまちだと思う

どちらかといえば、子どもを産み、育てるのは難しいまちだと思う

子どもを産み、育てるのはかなり難しいまちだと思う

その他

わからない

無回答
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②子育て支援のために、今後、重点的に取り組む必要があると思うこと 
子育て支援のために、今後、重点的に取り組む必要があると思われるのは「出産・子

育てにかかる費用の助成」の割合が 62.1％と最も高く、次いで「子どもの安全確保など

防犯対策の推進」44.3％となっています。 

子育て支援のために、今後、重点的に取り組む必要があると思うこと（小学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.7%

39.0%

14.3%

40.1%

6.0%

29.4%

6.9%

44.3%

23.6%

2.8%

23.7%

13.5%

6.3%

8.6%

62.1%

10.8%

30.2%

4.1%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

産科医院、医師や看護師の確保など周産期医療の充実

小児科医や看護師の確保など乳幼児保健の充実

子育て支援の情報提供・PRの推進

子どもの教育環境の充実・学校施設の整備

食育の推進（食文化の発展や健康の増進等を図る取組み）

いじめ、不登校対策の充実

子育てに関する地域活動やNPO活動の支援、活性化

子どもの安全確保など防犯対策の推進

子どもや親子連れが安全に通行できる道路環境の整備

公共施設等のバリアフリー化

育児休業制度の利用など民間企業との協力体制の推進

障害をもつ子どものための特別支援の充実

世代間交流の促進

児童虐待防止の推進

出産・子育てにかかる費用の助成

地域子育て支援センターやイベントなど相談や交流の場の確保

保育所や児童館など保育施設の整備

その他

無回答
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第 3章 子ども・子育て支援事業計画 

 

1  教育・保育提供区域 

（１）教育・保育提供区域とは 

教育・保育提供区域とは、本計画に基づいて実施される教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の共通の区域設定となります。 

教育・保育提供区域の設定は、国が定める「子ども・子育て支援法に基づく基本指

針」において「市町村子ども・子育て支援事業計画」に定める必須事項となっていま

す。 

基本指針に基づく教育・保育提供区域の考え方は以下の通りです。 

■目的および区域設定の考え方 

地域特性を踏まえた区域設定を以下の条件を踏まえて設定します。 

項目 内容 

目的 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「実施しようとす

る提供体制の確保」を決定する単位としての区域設定。 

設定の際の条件 地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・

保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況

その他の条件を総合的に勘案。 

具体的な区域のイメー

ジ 

小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じ

て設定。 

区域の広さの考え方 保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域。 

区域設定 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域

設定。 

資料：基本指針 

  

Ⅰ   子ども・子育て支援事業計画 第3章  

計画
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■教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

項目 内容 

各年度における教育・

保育の量の見込み並び

に実施しようとする教

育・保育の提供体制の

確保の内容及びその実

施時期 

１）各年度における教育・保育の量の見込みを、各年度における

市町村全域及び各教育・保育提供区域について、認定区分ごと

の教育・保育の量の見込み（満三歳未満の子どもについては保

育利用率を含む。）を定め、その算定に当たっての考え方を示す

こと。（量の見込み） 

２）実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びそ

の実施時期、認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・

保育施設に該当しない幼稚園を含む）又は特定地域型保育事業

の区分ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定める

こと。（確保内容および実施時期） 

各年度における地域子

ども・子育て支援事業

の量の見込み並びに実

施しようとする地域子

ども・子育て支援事業

の提供体制の確保の内

容及びその実施時期 

１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを、各年度におけ

る市町村全域及び各教育・保育提供区域について、地域子ども・

子育て支援事業の種類ごとの量の見込みを定め、その算定に当

たっての考え方を示すこと。（量の見込み） 

２）実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の

確保の内容及びその実施時期、地域子ども・子育て支援事業の

種類ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定めるこ

と。（確保内容および実施時期） 

資料：基本指針 

（２）教育・保育提供区域に求められること 

○ニーズ量の確保  

平成 27年度から 31年度までの年度ごとに、教育・保育施設型給付、地域型保育給付、

地域子ども・子育て支援事業の区域ごとのニーズ量を算出し、確保方策を定めます。 

○教育・保育施設の確認（利用定員の設定）  

教育・保育施設の確認申請について、設定した区域ごとの必要利用定員に応じて、利

用定員を定めた上で確認します。 

○教育・保育施設の認可（地域型保育事業）  

地域型保育事業の認可申請について、設定した区域ごとの必要利用定員に応じて、利

用定員を定めた上で認可します。 

○市民の利用範囲  

区域設定は区域内の市民の優先的な入所等を定めたり、区域外の市民の入所等を妨げ

たりするものではありません。 

○事業ごとの区域設定  

区域は、実態に応じて、提供する事業ごとに設定することができます。 
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（３）市の教育・保育提供区域の検討 

地域区分の条件としては、地理的条件や現在の教育・保育の利用状況、教育・保育

を提供するための施設の整備の状況を勘案し、各地域に保育園と幼稚園が１カ所以上

立地するよう教育・保育提供区域に設定することが理想です。 

区域数によるメリット・デメリットを見ると、区域数を多くし狭い範囲で事業を実

施する場合、一つの区域では利用する定員が余っているにもかかわらず、別の区域で

は定員を超えてしまうということが考えられます。利用する市民にとっては、お住ま

いの教育・保育提供区域によって利用できる施設が限定されることはありませんが、

施設を提供する際の考え方としては、区域ごとの必要利用定員を設定することになる

ため、確保方策をどのようにとるかが課題となります。 

一方、区域を少なくし広い範囲で事業を展開する場合、利用者にとって日常の利用

に適しない施設を含めた提供体制になることも考えられます。 

■区域数によるメリット・デメリットについて 

 区域数が多い＝区域あたりの範囲が狭い 区域数が少ない＝区域あたりの範囲が広い 

メ
リ
ッ
ト 

・利用者の居住区域に必要な事業・施設が

整備され、利便性が高まる。 

・狭い区域で需給バランスを図るため、利

用者の居宅近くにさまざまな施設・事業

が整備される。 

・一時的な需要の増減等に対して、広域で

調整がしやすい。 

・仕事の都合など、居住地区以外の施設・事

業のニーズへの需給を区域内で見込める。 

・区域内にさまざまな施設・事業などが存

在し、利用者の選択の幅が広がる 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・区域内で需給バランスを取るため、隣接

区域の状況に関わらず、区域内の整備が

必要。 

・児童数の増減やさまざまなニーズの増減

について、区域内では対応できない場合

がある。 

・距離が遠いため、事業によっては区域内

での利用が困難な場合が発生する可能性

がある。 

・区域内にバランスよく施設・事業が配置

されない場合がある。 

■古河市における教育・保育提供区域について 

利用者の視点に立つとともに、本市の人口規模・地形等や教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況を勘案し、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業のうち

放課後児童健全育成事業を除く事業については、本市全体を一つの区域として設定し、

事業必要量を算出した上で施設整備や事業等、計画に位置付けることが適当であると

考えられます。また、放課後児童健全育成事業については、小学校毎に事業を実施し

ていることから、小学校区で区域を設定することとします。 
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2  幼児期の学校教育･保育にかかる量の見込み・確保の内容・実施時期など 

（１） 1号認定 【3～5歳教育標準時間認定：幼稚園・認定こども園】 

３～５歳で保育の必要性はなく、教育ニーズが高い認定区分です。量の見込みには

２号認定のうち、学校教育の利用希望が強いと想定される方も含みます。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

  （必要利用定員総数） 
2,215人 2,072人 2,021人 1,929人 1,889人 1,827人 

②確保方策 

（認定子ども園、幼稚園） 
 2,448人 2,448人 2,448人 2,448人 2,448人 

③過不足（②－①）  376人 427人 519人 559人 621人 

（注１）確保方策の数値は定員数。 

 

（２） 2号認定 【3～5歳保育認定：保育園・認定こども園】 

３～５歳で保育の必要性がある認定区分です。量の見込みには２号認定のうち、学

校教育の利用希望が強いと想定される方は含みません。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
1,104人 1,320人 1,228人 1,230人 1,204人 1,164人 

②確保方策 

（保育園・認定こども園） 
 1,139人 1,164人 1,164人 1,164人 1,164人 

③過不足（②－①）  ▲181人 ▲124人 ▲66人 ▲40人 0人 

（注１）確保方策の数値は定員数。 
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（３） 3号認定【0～2歳保育認定：保育園・地域型保育施設・認定こども園】 

０～２歳で保育の必要性がある認定区分です。０歳児と１～２歳児に分けて定めます。 

■量の見込みと確保方策（全体） 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
735人 768人 741人 723人 704人 686人 

②確保方策 

総数  940人 955人 955人 955人 955人 

保育園・ 

認定こども園 
 940人 945人 945人 945人 945人 

地域型保育

事業 
 0人 10人 10人 10人 10人 

③過不足（②－①）  172人 214人 232人 251人 269人 

（注１）確保方策の数値は定員数。 

 ① 0歳児 

 ■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
84人 85人 83 人 81人 79人 77人 

②確保方策 

総数  98人 103人 103人 103人 103人 

保育園・ 

認定こども園 
 98人 100人 100人 100人 100人 

地域型保育

事業 
 0人 3人 3人 3人 3人 

③過不足（②－①）  13人 20人 22人 24人 26人 

（注１）確保方策の数値は定員数。 

② 1～2歳児 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
651人 683人 658人 642人 625人 609人 

②確保方策 

総数  842人 852人 852人 852人 852人 

保育園・ 

認定こども園 
 842人 845人 845人 845人 845人 

地域型保育

事業 
 0人 7人 7人 7人 7人 

③過不足（②－①）  159人 194人 210人 227人 243人 

（注１）確保方策の数値は定員数。 
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【確保方策の内容】 

＜平成 27年度＞ 

○私立幼稚園 17園の認定こども園への移行が予定されています。 

＜平成 28年度＞ 

○認可保育園の定員増を図ります。 
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3  地域子ども・子育て支援事業にかかる量の見込み・確保の内容・実施時期など 

①利用者支援事業【新規事業】 

 子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の

情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連携調整等を実施

する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み 

（窓口設置数） 
 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

確保方策 

（窓口設置数） 
 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

 

 

事業実施の方向性については、今後、検討を重ねて作成していきます。 

 

②時間外保育事業 

保育認定を受けた児童について、通常の利用日時以外の日及び時間帯において、認定

こども園、保育園等において保育を実施する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度 

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 17,212人 19,882人 19,318人 18,585人 18,160人 17,606人 

②確保方策  26,400人 26,400人 26,400人 26,400人 26,400人 

③過不足 

（②－①） 
 6,518人 7,082人 7,815人 8,240人 8,794人 

状 況  充 足 充 足 充 足 充 足 充 足 
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③放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終

了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その

健全な育成を図る事業です。 

  

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の 

見込み 

必要利用 

定員総数 
1,202人 1,410人 1,405人 1,399人 1,359人 1,330人 

  低学年 1,056人 1,221人 1,225人 1,225人 1,186人 1,157人 

  高学年 146人 189人 180人 174人 176人 176人 

確保方策 

②定員  人 人 人 人 人 

施設数  ●か所 ●か所 ●か所 ●か所  ●か所 

③過不足（②－①）  人 人 人 人 人 

状 況  不 足 充 足 充 足 充 足 充 足 

④子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み  2人日 2人日 2人日 2人日 2人日 

②確保方策 

ショートステイ・ 

トワイライトステイ 
 2人日 2人日 2人日 2人日 2人日 

実施箇所数  1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

③過不足（②－①）  0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

状 況  不 足 不 足 不 足 不 足 不 足 
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⑤乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行う事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

量の見込み（人） 1,053人  1,004人 979人 952人 928人 904人 

確保方策 
実施機関等：市保健師、看護師（臨時職員）、 

助産師（委託）、健康づくり協力員 

 

⑥養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童に対する支援に資する事業 

・養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込

み 

養育支援訪

問 
16人 15人 15人 14人 14人 13人 

②確保方策 実施機関：市保健師 
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⑦地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業です。  

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 26,298人回 10,399人回 9,960人回 9,974人回 9,660人回 9,498人回 

②確保方策 7か所 8か所 10か所 10か所 10か所 10か所 

 

⑧一時預かり事業 

 

【幼稚園における預かり保育】 

幼稚園の在園児を対象に、幼稚園における通常の教育時間外に幼稚園内で園児を保育

する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込

み 

１号認定 

（幼稚園の

預かり保育） 

 1,928人日 1,928人日 1,928人日 1,928人日 1,928人日 

２号認定 

（定期的な利用） 
 949人日 949人日 949人日 949人日 949人日 

②確保方策 

認定こども

園・幼稚園 
 2,877人回 2,877人回 2,877人回 2,877人回 2,877人回 

実施箇所数  7か所 7か所 7か所 7か所 7か所 

③過不足（②－①）  0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

状 況  充足 充足 充足 充足 充足 
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【幼稚園在園児以外の預かり保育】 

  ○一時保育 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、保

育園等で、一時的に預かる事業です。 

  ○ファミリー・サポート・センターによる一時預かり 

子育ての援助を受けたい市民（利用会員）と子育ての援助を行いたい市民（協力会

員）が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。 

 

 ■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

人日①量の見込み（人日） 8,967人日 7,708人日 7,461人日 7,270人日 7,084人日 6,899人日 

②確保方策

（人日） 

保育園等  6,800人日 6,800人日 6,800人日 6,800人日 6,800人日 

実施箇所数  10か所 10か所 10か所 10か所 10か所 

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟ

ｰﾄ･ｾﾝﾀｰ 
 3,800人日 3,800人日 3,800人日 3,800人日 3,800人日 

実施箇所数  1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

③過不足（②－①）  2,892人日 3,139人日 3,330人日 3,516人日 3,701人日 

状 況  充足 充足 充足 充足 充足 
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⑨病児・病後児保育事業 

病児について、病院・保育園等に付設された専用スペース等において、看護師等が一

時的に保育等する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 87人日 87人日 120人日 120人日 120人日 120人日 

②確保方策 

病児施設  87人日 120人日 120人日 120人日 120人日 

実施箇所数  1か所 2か所 2か所 2か所 2か所 

病後児施設  0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

実施箇所数  0か所 0か所 0か所 0か所 0か所 

③過不足（②－①）  0人日 0人日 0人日 0人日 0人日 

状況  不足 不足 不足 不足 不足 

 

⑩子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（就学児のみ） 

子育ての援助を受けたい市民（利用会員）と子育ての援助を行いたい市民（協力会員）

が登録し、子育ての相互援助活動を行う事業です。市が連絡、調整を行う事業です。 

 

本市では、児童クラブが充実しており、ニーズがないと想定されるため、見込み量を

０とし、事業は実施しません。 
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⑪妊婦に対して健康診査を実施する事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、妊娠期間中の

適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。 

 

■量の見込みと確保方策 

  
平成 25年度

実績 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

①量の見込み 1,103人 1,052人 1,025人 997人 972人 947人 

②確保方策 実施場所：受診医療機関他 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規事業】 

支給認定を受けた保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設※等に

対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育保育に必要な物品の購入に要す

る費用又は行事への参加に要する費用等の全部又は一部を助成する事業です。 

 

※【特定教育・保育施設】 

市町村長が施設型給付の対象となる「教育・保育施設」を言い、施設型給

付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれない。 

 

今後、国から具体的内容が提示される予定です。 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業

です。 

 

今後、国から具体的内容が提示される予定です。  
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4 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育園の施設的な統廃合

や保護者の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観点を大

切に考え、子どもが健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と

施設整備（ハード的整備）を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、

子どもの最善の利益を第一に考えながら、子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行

うとともに、保護者や地域の子育て力の向上に向けた支援を実施するため、教育・保育

の一体的な運営の推進を図ります。  
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第 4章 次世代育成支援行動計画 

 

1  基本理念 

 

  次世代育成支援行動計画の「基本理念」にあたる部分を記載します。 

 

 

市では、これまで、すべての子どもが健やかに成長していくための環境づくりや、子ど

もを育てるすべての親と将来親になる世代が子育てをする喜びを実感し、安心してゆとり

を持った子育てができる環境づくりを地域全体で推進していくことを目指して、総合的に

子ども・子育て支援を推進してきました。 

本計画においては、市の子ども・子育て支援を推進するにあたり、次のとおり基本理念

を掲げます。 

 

 

 

 

 

  

 

Ⅰ   次世代育成支援行動計画 第4章  

計画
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2  基本的視点 

 

  事業計画「策定の指針」及び次世代育成支援行動計画の「基本的視点」を勘案し、

計画推進に向けた視点を記載します。 

 

（記載例） 

１ 子どもの最善の利益を実現する視点 

「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すという考えを基本に、子どもの幸

せを第一に考え、子どもの視点に立ち、子どもの生存と発達が保障されるよう、子どもの健

全な育成のための支援や子育て支援の充実を図ります。 

 

２ 子どもと子育て家庭を多面的に支援する視点 

すべての子どもと子育て家庭のニーズに柔軟にきめ細かく対応できるように、各種保

育サービスや子育て支援サービスの提供、子育てに関する各種相談や情報提供などを充

実するとともに、ひとり親家庭や要保護児童など特に支援の必要な子どもや子育て家庭には

個別のニーズに合わせた支援を行い、柔軟かつ総合的な取り組みを進めます。 

 

３ 地域全体で子ども・子育てを支援する視点 

子育ての第一義的な責任は保護者にあるという基本的認識の下に、家庭、地域、学校、行

政など様々な機関がつねに連携を保ちつつ、相互の情報交換や子どもと子育てによりよい環

境づくりに向けて協働で取り組むことが必要です。子どもを取り巻くすべてのことがらにつ

いて関係機関が一体となって取り組む協働体制により、実効性のある計画の推進を目指しま

す。 
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3  基本目標 

 

  次世代育成支援行動計画の「基本目標」にあたる部分を記載します。 

 

 

この計画の推進にあたっては、これまで次世代育成支援の推進に向け取り組んできた「次

世代育成支援行動計画（後期計画）」の基本目標を踏まえ、次の○つを基本目標とし、子ど

も・子育て支援新制度における子どもの最善の利益が実現される社会を目指します。 

 

 

4  施策の体系 

 

施策の体系図を掲載します。 
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5  施策の展開 

  

計画の体系に沿って施策を記載します 

 

基本方針１ 多様なニーズを持つすべての子育て家庭への支援 

施策の方向①子育て支援のネットワーク・相談体制の充実 

 ファミリー・サポート・センターなど、地域の子育て支援体制を推進します。 

 

（主な施策・事業） 

施策・事業名 概  要 区分 所管課等 

 1） 

ショートステイ

（子育て短期支

援事業） 

社会的な理由で家庭での子どもの養育が一時的に困難にな

ったときに、お子さんを預かります（宿泊を伴う）。 

年齢別となっている料金設定や兄弟の利用、連泊する場合

の利用料の軽減などが必要となっています。 

定員数については、利用数の推移を見て判断していきます。 

充実 
子育て 

グループ 

 2） 

トワイライトス

テイ（子育て短期

支援事業） 

仕事等の理由で平日の夜間または休日に不在となる家庭

で、子どもの養育が困難になったときに、日中、夜間にお子

さんを預かる事業です。 

現在はショートステイで対応できており未実施ですが、今

後、ニーズを精査するとともに他の事業対応の可能性も含め

検討します。 

新規 
子育て 

グループ 

 3） 

ファミリー・サポ

ート・センター 

育児のお手伝いをしたい会員と、育児のお手伝いを受けた

い会員による、組織的な有償サービスの相互援助活動です。 

提供（協力）会員に比べて依頼（利用）会員が多く、提供

会員の高齢化も生じていることから、提供会員の増員に努め

ます。 

継続 
子育て 

グループ 

 

  

事業概要の記載 
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第 5章 計画の推進 

 

1 計画の推進体制 

子ども・子育て支援施策は、多岐の分野にわたることから、子育てや働き方、ワー

ク・ライフ・バランス等に関する市民及び市役所職員の意識啓発を行います。また、

庁内関連部署の連携による機能強化を図り、一体的な子育て支援施策を推進します。 

 

2 計画の進捗管理 

① 毎年度、計画の進捗状況について取りまとめ、古河市子ども・子育て会議に報告し、

点検・評価を行います。 

② 取りまとめた結果は、ホームページ等を活用し市民に公表します。 

③ 「量の見込み」「確保の内容」について、必要がある場合は計画の見直しを行います。 

④ 計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、計画・実行・評価・改善のＰＤＣ

Ａサイクルを確立し、進捗管理を行います。 

 

 
ＰＬＡＮ 

計画 

ＤＯ 

実行 

ＣＨＥＣ

Ｋ 

評価 

ＡＣＴＩＯ

Ｎ 

改善 

反 映 

Ⅰ   計画の推進 第5章  

計画


